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平成 30年 3月 7日 

沖縄県知事 翁長雄志 殿 

県土木建築部建築指導課 御中 

白保リゾートホテル問題連絡協議会 

会長 新里昌央 

渉外担当 柳田裕行 

石垣市白保１１８ 

090-3139-6088 

石垣市白保兼久原における開発許可申請に係る指摘 

 

株式会社日建ハウジングの子会社(株式会社石垣島白保ホテル＆リゾーツ)が申請した石垣市白保兼

久原 2080-3（他４筆 以下、当該開発区域）におけるリゾートホテル開発計画に関する開発許可申請

について、私たちはいくつもの問題点を指摘してきましたが、追加指摘させていただきます。 

 

１． 県による独自の法令解釈と不十分な適用によって、溢水被害が生じる可能性がある。 

都市計画法施行令第 26条第 2項において、県は、個々の地下浸透排水設備を「その他の排水施設」

に含まれるとして解釈しています。この点、国土交通省都市局は、現在のところ県の解釈と適用

に対して否定はしてない見解であることは承知していますが、地下浸透設備は、同条項が定める

下水道や公共の水域への接続条件と同等の排水効果が期待できるのでしょうか。つまり、地下浸

透設備の排水能力は、次の点で下水道や公共の水域へ接続する場合と大きく異なります。これら

の差異を解消しなければ、同等の排水効果は期待できないと考えます。 

 

（１）降雨によって土壌の透水性の低下の影響を受ける 

（２）地下水位の上昇の影響を受ける 

（３）開発区域外に下水を排水できないので、排水量が増加すると排水能力が低下する 

 

国土交通省令が定める管渠の勾配や断面積の基準は、下水道や公共水域への接続を踏まえて定め

ていると理解します。上記の差異を考えると、国土交通省令で定められた管渠に関する基準を満

たしている地下浸透設備同士の接続が、下水道や公共水域に接続している場合と同等に下水を有

効に排出するとは言えないと考えます。しかし県は、法の定める接続条件を独自に解釈するにあ

たって、上記の差異を勘案することなく、国土交通省令で定める基準をそのまま適用して、その

基準を満たすことを根拠にして、排水施設が雨水を有効に排水できるか否かを判定していると理

解しています。県独自の解釈については、県の実情に合わせてやむを得ないという見解も承知し

ていますが、本来であれば、県独自の解釈を適用する案件については、地下浸透設備同士の接続

を認めることよって生じる排水効果や能力への低下を踏まえて、溢水被害を回避するための追加

的な判断基準が設けられるべきであると考えます。たとえば、他の自治体で設けられているよう

な雨水の浸透施設の設置基準に地下水位や設置不適地の指定等がそれにあたります。それなくし

て、独自解釈から生じる排水能力の差異を解消しないまま設置された雨水浸透施設は、下水道や

公共水域へ接続している排水施設に比べて、溢水被害を生じやすい状況になることは否定できな

いと考えます。現実には、降雨や地下水位の影響を受けにくい立地や土地の形状であれば、県独



2 

 

自の法解釈と適用をおこなった施設でも溢水被害は生じないこともあると考えますが、当該開発

区域については、過去に繰り返し指摘しているように、海抜以下のいわゆるゼロメートルの土地

で、周囲からくぼんだ、すり鉢状の形状をしていて区域外への雨水の流出は期待できず、海から

100m足らずの立地です。同様の解釈と適用で果たして溢水被害が生じないと判断できるのでしょ

うか。私たち地域の住民は、当該開発区域が以前から豪雨の際に浸水を繰り返していることを、

事業者や県に伝えてきましたが、にもかかわらず、県において開発許可が出されるならば、県に

よる法の独自解釈の適法性と適用した場合の有効性や当該案件に適用する妥当性について根拠を

明示するように法的な対応をおこなうことも必要であると考えています。 

 

２．当該計画について、県は溢水被害を十分予見できる立場にある。 

地域住民からは、説明会で開発区域が浸水しやすい土地であることがたびたび指摘されています。

県に対しても当該開発区域が浸水しやすい土地であることを改めて指摘いたしますが、加えて、

地下浸透による排水設備の排水能力が、地下水位に大きく影響を受けることは公知の事実です。 

公益社団法人日本地下水学会はホームページで、雨水排水施設と地下水位との関係について「雨

水の地下浸透マスは地下水位のどれくらい上に設置すればよいですか？」という疑問に答えてい

ます。（添付資料参照）回答には、「地下浸透施設周辺の地下水位が高いと浸透施設から周辺へ地

下水として浸透せず浸透施設の効果はありません。」と明確に記載されていて、紹介されている横

浜市の事例では、雨水浸透施設設置基準として地下水位が G.L－2.0ｍ以深が設置基準となってい

ます。（添付資料参照＊F.Lではありません。）横浜市だけでなく、海に面して海抜の低い土地を有

するほかの自治体でも明確に規制しています。川崎市では、地下水位が地表面から 1.5m以内の地

域を浸透適用除外区域としています。（添付資料参照）そもそも溢水被害は、排水施設の目詰まり

などの障害が無ければ、豪雨による土壌透水性の低下や地下水位が高い場合に生じるものです。 

都市計画法第 33条第 1項第 3号が参照する第 2号イ及びロで開発区域の形状や土地の地形を勘案

することを定めていますが、当該計画地はすり鉢状の地形で、区域外への雨水の流出は期待でき

ないことから、当該計画地において、豪雨時に潮位が高く地下水位が高くなっている場合、地下

浸透能力の低下は明らかで、溢水被害が生じることが容易に予見できます。この点、潮の干満の

影響を受けやすい海抜ゼロメートル以下のすり鉢状の土地で、地下水位が G.L-1.5m以浅でも溢水

被害が生じないことを明示する知見は見当たりません。したがって、県が当該開発計画について、

溢水被害の可能性を否定することは根拠がなく、県は十分被害を予見できると考えます。 

 

３．下水を有効に排出するかどうかの判断は、県の裁量なので、厳格に判断すべき。 

国土交通省都市局に確認したところ、法第 33 条第 1 項第 3 号に定める「下水を有効に排出する」

かどうかを判断する基準について、使用する管渠等の設計に求める技術的な仕様の基準は定めら

れているけれども、それとは別に「有効に排出する」かどうかを評価する基準となる法令や告示・

通達などは存在しないとのことでした。つまり、県においては、雨水浸透施設について、地下水

位との関係によって設置を制限する条例等は存在しないことから、法第 33条第 1項第 3号につい

て、排水施設が技術的な仕様を備えていることとは別に、同法が参照する第 2 号が定める状況も

勘案して、その排出の有効性についての判断は、県の裁量によらざるを得ないと考えます。この

点、県において当該開発許可申請を許可相当と判断するのであれば、私たちとしては、その妥当

性について前項 1と合わせて法的な判断を求めざるを得ないと考えます。 
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４．汚水排水による地下水位への影響を勘案することが必要。 

当該開発計画が、特殊な立地で極端な地形であることをもとに、個別に開発計画を審査する県の

立場からすれば、法第 33条第 1項第 2号のハに定める「予定建築物等の敷地の規模及び配置」を

勘案すると、溢水被害の原因となる地下水上昇について、開発区域の一番高い位置にある汚水排

水施設の排水量を加味する必要があります。浄化槽の排水計算値は 200 ㎥ですが、事業共用開始

後は、汚水排水が日量最大 300 ㎥になる可能性があります。浄化槽の排水計算値は制限値ではな

いので事業者の都合で排水量を増加させることができるからです。現在の地下水位で溢水被害を

生じないと計算されても、可能給水量限界まで汚水排水量が増加して地下水位が上昇した場合、

その状況で降雨などの地下浸透に関わる悪条件が加われば、溢水被害を生じる可能性があること

は明らかです。したがって、県は溢水被害を生じないと判断するためには、300㎥の汚水排水の地

下水位への影響を勘案しなければなりません。そもそも都市計画法施行令第 26条第 2項に定める

接続条件について県独自の解釈をおこない、下水道や公共水域への接続よりも排水能力が劣ると

思われる地下浸透設備同士の接続を認めるにあたっては、当該開発計画のような特殊な案件にお

ける溢水被害の可能性については、より厳格に審査する必要があると考えます。それをせずに溢

水被害は生じないと判断することは、「下水を有効に排出する」かどうかを判断したとはいえず、

法第 33条第 1項第 3号の規定に反すると考えます。 

 

５．施設開業後に生じる溢水被害について、県が損害賠償請求を受ける可能性も否定できない。 

当該計画について、溢水被害を十分予見できる立場にありながら、県が許可相当とする場合、溢

水被害によって施設利用者に損害が生じた場合、被害者は、施設管理者だけでなく、県にも損害

の賠償を請求してくる可能性があります。特に権利関係に敏感な外国人観光客の利用増加が見込

まれる状況では、その可能性が高くなることも考えられ、県民としては厳格な判断を求めます。 

 

６．盛土を行うことで、海抜ゼロメートル以下であること、すり鉢状の土地であることは解消できる。 

溢水被害の可能性の解消は、造成計画や土地利用計画の見直しで解消することができると考えま

す。したがって、溢水被害の生じる可能性については、事業者の計画に問題があるのであって、

その点について県が相当期間を定めて補正を指導しても、事業者が計画を補正しない場合、県は

申請を不許可とすることが相当であると考えます。 

 

７．相当期間を定めて補正の求めても応じない場合、県は申請を不許可としなければならない。 

相当期間を定めて計画の補正の求めても、事業者が応じない場合、県は行政手続法第 7条に 

よって申請を拒否することが定められています。この点、県に置かれましては法に基づいて 

遅滞ない対応をお願いします。 

 

 

白保リゾートホテル問題連絡協議会について 

当協議会は、石垣市認定地縁団体白保公民館の傘下・関連 4 団体（白保魚湧く海保全協議会、白保

ハーリー組合、白保日曜市運営組合、NPO 夏花）から成る、白保公民館会員を中心とした約 50 名の

団体です。 
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【解説】 

浸透能力への影響度合いは、地下水位と浸透施設の底面との距離によって決まる。その距

離が底面から５０㎝以上であれば、浸透能力が期待できるので、地下水位が GL-２．０ｍ以

深が設置に適するものとする。（図－３） 
 

 

図－３ 雨水浸透ますと地下水位図(単位：㎝) 
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一般的に、地下水位が地表面に近いのは沖積層であり、洪積層の地下水位は深いところに

ある。 
昭和６３年度に、当時の環境保全局が帷子川水系で実施した、一般の井戸３０４箇所の地

下水深（地下水水位高さ）と地質の相関によると、沖積層にある井戸は、ほとんどの地下水

深が GL-２．０ｍ以浅であり、その割合は旭区で９７％、保土ケ谷区で９３％であった。 ま
た、洪積層にある井戸では、はほとんどの地下水深が GL-２．０ｍ以深であり、その割合は旭

区で９３％、保土ケ谷区で９３％であった。 
これにより、沖積層では地下水深が概ね GL-２．０ｍ以浅、洪積層では地下水深は概ね  

GL-２．０ｍ以深であることがわかる。（表－４） 
 

6 地下水位条件 

地下水位が高い地域は、設置に適さない。 
地下水位が高い地域では、浸透能力が減少することが予想される。特に低地（地盤

の低い地域）では降雨によって地下水位が鋭敏に上昇する場合があり、浸透能力が影

響（著しく減少する場合がある）を受ける。 
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